
  互尊の泉クイズ 
 法務・労務・税務Ｑ＆Ａ 

 バックナンバー 

開催セミナーのご案内 

※２０１９年新春講演会※  

第一部 髙野裕講演会、 第二部 実務問答ライブ、 第三部 相続と遺言の相談センター設立講演会 

２０１９年２月１日(金)  講演会：１５：００～１７：３０ 懇親会：１８：００～１９：３０ 

会場：ホテルニューオータニ長岡 講演会：ＮＣホール 懇親会：白鳥の間 

会費：講演会１社様３,000円 懇親会１名様 1,000円 

※内容のご質問等については、TEL 0258-36-2685  担当 武田・酒井 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ https://www.3d-m.jp/contact/others/ 

 からお願いします。 

 

 

・・・文章中のこのマーク   をクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 
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消費税改正 

 

医薬品・医薬部外品 

10％ 

ワンポイント 通信 

第４０１号 ２０１８年１２月１日発行 

E-mail pro@3d-m.jp  Web https://www.3d-m.jp/ 

TEL 0258-36-2685    FAX 0258-35-2820  

 

清涼飲料水など 
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（軽減税率） 
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mailto:pro@3d-m.jp
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「医薬品」、「医薬部外品」については軽減税率の対象外になります。こういった商品には、ラベル等に医薬品等である旨の記載があります。

医薬品等に該当しない栄養ドリンクは、「飲食料品」に該当しますので、軽減税率の適用があります。

似たような商品でも軽減税率の適用となるものとならないものがあります。飲食料品の販売をする事業者様におかれましては、販売の際に軽減税率の対象なのかどうか、ご確認ください。

軽減税率の対象となる取引は、以下の二つです。① 飲食料品（食品表示法に規定する食品）の譲渡② 定期購読契約による新聞




